
 

旭川市産前・産後ヘルパー事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この事業は、妊娠中及び出産後、母親の体調不良等のため、家事や育児の援助を必

要とする家庭にヘルパーが支援を実施することにより、子育て家庭の身体的・精神的負担

の軽減を図ることを目的とする。 

 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は、旭川市とする。ただし、本事業の適切な運営が確保できる介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項に規定する指定訪問介護事業者又は同

等のサービスが提供できる事業者で、市長が認めた者に事業の一部を委託することがで

きる。 

 

 （利用対象者） 

第３条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する者で、妊娠中又は産後１年未満（多胎の

場合は産後２年未満）で、体調不良等のため、家事又は育児を行うことが困難であり、か

つ、日中同居の親族その他の人が家事又は育児を行うことができず、支援を必要とする者

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、利用対象者とすることがで

きる。 

 

（利用券の交付） 

第４条 市は、第３条の規定により事業の対象者となることが見込まれる者が妊娠の届出

をしたときは、当該届出をした者に旭川市産前・産後ヘルパー事業利用券（様式第１号。

以下「利用券」という。）を交付するものとする。 

２ 市外からの転入者等が旭川市妊婦健康診査事業実施要綱第４条第２項に基づく妊婦健

康診査受診票交付申請書を提出したとき、又は旭川市産婦健康診査事業実施要綱第４条

第２項に基づく産婦健康診査受診票交付申請書を提出したときは、当該申請をした者に、

利用券を交付するものとする。 

３ 利用券の交付を受けた者は、これを第三者に譲り渡してはならない。 

４ 利用券は、盗難その他やむを得ない事由により紛失し、又はき損した場合を除き、再交

付を行わないものとする。 

５ 前項による再交付を受けようとする者は、旭川市産前・産後ヘルパー利用券交付申請書

（様式第２号）を市長に提出するものとする。 

 

（事業内容） 

第５条 ヘルパーが行う家事、育児及び精神的フォローに関する支援は、次の表に掲げるも

ののうち、市長が必要と認めるものとする。 



 

 

区 分 内    容 

家事に関するもの 

ア 食事の準備及び後片付け 

イ 衣類の洗濯及び片付け 

ウ 居室等の掃除清掃及び整理整頓 

エ 生活必需品の買物及びゴミ出し 

オ その他必要な家事補助 

育児に関するもの 

ア 赤ちゃんの食事 

イ おむつ交換等育児環境整備 

ウ 沐浴準備及び沐浴介助 

エ 赤ちゃんのフォロー 

オ 上の子のフォロー 

カ その他必要な育児補助 

精神的フォローに関

するもの 

ア 育児相談等心的フォロー 

イ 利用者の外出付き添い 

ウ その他必要な母のフォロー  

 

（利用時間及び回数） 

第６条 事業を利用することができる時間及び回数は、次のとおりとする。ただし、市長が

特に必要と認めた場合は、この限りではない。 

（１）利用時間は、１回につき連続した 1 時間以上２時間以内とし、１日１回を限度とす

る。 

（２）利用回数は２０回を限度とする。多胎児の場合は、４０回を限度とする。 

 

（利用の申込み） 

第７条 事業を利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、利用を希望する受託事

業者（以下「事業者」という。）に対し、利用申込みをするものとする。 

２ 事業者は、前項の規定により利用者から申込みを受けたときは、旭川市産前・産後ヘル

パー事業利用受付票（様式第３号）を記入し、利用者が希望する援助の内容、日時等を確

認し、あらかじめ、その利用に係る説明、第８条に規定する自己負担額等の説明及び必要

な調整等を行うものとする。 

３ キャンセルを行う場合、利用者は申込日の前日までに事業者へ連絡を行うこととする。

当日、やむを得ない事情等でキャンセルを行った場合は、1 回利用したものとみなし、事

業者は利用券の利用回数１回分を記入する。なお、利用者からは利用料金５００円を徴収

しない。 

 

（自己負担額等） 

第８条 利用者は、１回につき５００円の自己負担額を事業者に支払うものとし、事業者は



 

 

利用者から自己負担額を徴収後、都度領収書を発行するものとする。 

 

 （キャンセルの取扱い） 

第９条 利用者はやむを得ない事由等により、事業の利用を取りやめようとする場合は、利

用日の前日までに事業者に対し連絡(以下、「キャンセル連絡」という。)を行うものとし、

その場合、事業者は利用申込みがなかったものとして取り扱うものとする。 

２ 前項のキャンセル連絡が利用日当日となった場合は、事業者は利用があったものとし

て取り扱うものとする。ただし、その場合、利用者から利用料の徴収は行わないものとす

る。 

 

 （ヘルパーの要件） 

第１０条 事業者は、次の各号に掲げる要件を全て備えている者を、ヘルパーとして派遣す

るものとする。 

（１）訪問介護員、保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭若しくは介護

福祉士の資格を有する者又は子育てに関する事業に従事した経験がある者であること。 

（２）心身ともに健全であること。 

（３）家事・育児又は精神的フォローに関する援助を適切に実行する能力を有すること。 

 

 （ヘルパーの研修） 

第１１条 事業者は，ヘルパーに対し、必要な研修を実施し、又は受講させ、資質の向上に

努めるものとする。 

 

（実施結果の報告） 

第１２条 事業者は、利用者への援助を実施した月の翌月１０日（１０日が休日に当たると

きは、休日が経過した最初の日。３月分にあっては、３月３１日）までに、旭川市産前・

産後ヘルパー事業実施報告書（様式第４号）及び旭川市産前・産後ヘルパー事業実施内訳

書（様式第５号）を市長に提出するものとする。 

 

 （委託料） 

第１３条 委託料は、実施時間を問わず１回の支援につき、３，３５０円とする。 

 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年８月１日から施行する。 

 

  附 則 



 

 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

  附則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  附則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第 1 号 (第４条関係) 

 

(添付) 

 

 



 

 

様式第２号 (第４条関係) 

 

 

 

 



 

 

様式第 3 号 (第７条関係) 

 

 

 

 



 

 

様式第４号 (第１２条関係) 

 

 

 

 



 

 

様式第５号 (第１２条関係) 

 


